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不服申立の手続

訳文



６
Ｓ

　　　　　　IRS Appeals

　　　　　July 25, 2008

　　　　　Appea18 0伍ce

1099 14th Street NW Suite 4200E

　　　Washington,DC 20005

心

　　●　Overview of the Appeals organization

一

一

Appeajs Leadership

Appeals Functions-

Processin9

貝椚ﾄ斗

Field East, Field West, Technical Services and Case

四

81 YearS of excellent servicelo iaxpayers and tax administralion

ADDeals Authorlty

　　　　　－IRSIS diSpute resolutionforum and the lasl chanCe fortaxpayer before･

　　　　　　　litigation.(Delegation order No. 66)

　　　　　－　Underthe Reform and Restructuring Act oM 998 (RRA'98),Corlgress

　　　　　　　provided Appeals the slatutory requirement of being independent wlthln

　　　　　　　the lRS Organization.

Appeals authority ls admlnlstratlve and slatutory･

　　・　The Commissioner granted Appeals authorityto considerand negotiate

　　　settiements of lntemal Revenue Service controversiQ8.Delegatlon order No.･66.

● Under the lRS Restructuring and Reform Act (RRAI98)Congress gave

taxpayers th白righHo an Appeals Hearing under COIlection Due Process (IRC

6320 and lRC 6330).

四

　　　　　　－　Appeals is charged with resolving controversies,without litigation, ona

　　　　　　　　basis that is fairand impartial to both the taxpayers and the 9ovemment

　　　　　　　　and in a manner that wiilenhance voluntary compliance and public

　　　　　　　　confidence in the integrity and efficiency of the Service.

｜



皿

　　◆　ResolvingTax Disputes in Tax Liabilitycases and Tax Collβctioncases

　　◆lndependent dispute resolutionprocess

　　◆　Prohjbitionof EX Parte Communicatk)ns- NO Communication with the Exam or

　　　　Collectionfunctions proposing tax adjustment or collectionaction without the

　　　　taxpayergivenJhe opportunity to participate.

四

　　◆　How is work forvvarded to Appeals

　　◆　What does Appeals do when cases are forwarded to Appeals

　　◆　How does Appeals process and close casgs

　　　　　－Appeals process is fullydocumented forfeedback to゛Exam (Appeals Case

　　　　　　Memorandum)

　　　　　－Appeals determination is reviewed by the Appeals employee‘s manager

　　　　　　and in some cases by Appeals Quality Measurement System (AQMS)or

　　　　　　JointCom呻tee on taxation(in refund cases).

　　◆　AdditionalAltemative dispute Resolution Tools used ･by Appeals

　　　　　一　Early Referral- An issues is forwarded to Appeals forreview and

　　　　　　determination while theircase is under audit in Exam

　　　　　－Fast Track Settlement- Exam and Taxpayer agree to have an Appeals

　　　　　　employee act as a facilitatorto bring the partiesto the rightanswer and

　　　　　　allow Exam to use Appeals settlement authorityto close the case

　　　　　－Fast Track Mediation-An Appeals employee helps Exam and Taxpayer

　　　　　　to discuss theirdisagreements and possible ways to resolve them.

　　　　　－　Mediation- thisis an extension of the Appeals process， ln some cases

　　　　　　that are not resolved in Appeals, thetaxpay6r may request mediation.

　　　　　　The taxpayer can utilizean lRS mediator or a non-IRS mediator.

　　　　　－PostAppealsMediation- TaxpayermayrequestaMediatortoreviewhis

　　　　　　disa9reement with the Appeals determination. Appeals and the taxpayer

　　　　　　will be the partiesin the mediation session.

　　　　　－　Arbitration-After unsuccessful aUempts in Appeals to resolve an issue，

　　　　　　the taxpayer may request arbitrationfor factua目ssues

２



Settlement
-

　●What does A　eals revi白wand consider in cases/issues forwardedto

　　ADI)ea!s

-

一

一

-

一

一

一

一

issues of Facts

lssues of Law

How the law should be applied to the facts

utilizationof Appeals experts(Economistsl Englneers and Technical

Guldanca Coordinators)

Utilizationof Chief Counsel agsistance

Review of lntemal RevenueCode，lncome Tax Regulations, Counsel

opinion. Court decisions and Exam and taxpayer analysis of the

issues in dispute.

Precedents

Where would lhe taxpayertake his dispute ifnot resolved? Tax Court

orDistrictCourl

◆What does A　eals consider/How cases are decided resolution

一

一

一

After review of available informatlon and research of legal iβsue,App白als

determines the likely.outcome if the issue ln dispute ls lltl9ated.

Whatwouldacourtdecide?

What is the probabillty of the Govemment orthe Taxpayer argumeni

prevailing？

T　es of cases in A　eals lnventor

一

一

-

Exam casas － Docket白d ln Tax Court or non-docketed

Collection cases- lnstallment AgreGments， 0tferln Compromlse and

COIlection Due Process

others －Penalty, Freedom of lnformation Act, Trust Recovery Penally etc，

・　Consislency in resolutions－How do白sAppeals achieve consistency?

　　　－　Appeals Manager Revlew　　　｡　　　　　‥　・

　　　－　Coordlnaiion of lssues

　　　－Technical Guidance Coordinators with Revlew and Concurrence

　　　　authority

　　　－Development of Appeals Seltlement Guidelines (ASG)and Appeals

　　　　Settlement Positions(ASP)forlssues

３



● Ouality and Measures

　、一　Appeals Quality MeasuremerltSystern(AQMS)

　　一　Customer SatisfaclionSurvey

　　－　Feed back loop with Exam and Counsel

m

o　Doubt as to Liability-Taxpayer does not agree with the adjustments or

　tax liability
o Doubt as to Collectibility-The chance of collectingthe taxes du6

o　Effective Tax Administration offers- Taxpayer can pay but payment does

　not reflecteffectivetax administration process

Questions and Answers

４



Ｍ判{}

COIlection Appeal Rights

You may appeal many IRS collection actions to the IRS O伍ce ofAppeals (Appeals).Thetwoma伍procedures are

C011ection Due Process 皿dCOIlectionAppealsProgram.0ther procedures are des�bedonpageR)wof山is

publication.

COllection Due Process (CDP)is available ifyou recek one ofthe fbllowig notices:

　　りVQr泗q/八面π7/7』^£治7瓦/･贈ざらり|｡lr坦一£必α召一助7g回面r裁ＣＳ２ａ

　　・Final Nallce －NOljce orlnlal lo levy a?ld Nollce qμ{xlrRj･I油凶}aHearing･

　　・NoliceqfJa（)pa吟Leyy and Right oμpp�，

　　17V如｀ごεざ/lgl夕㎝狗11/･5た㈲7＆7匈咄j－NoticeoryourRighooaHearingヽ

Colle�on Appeals Program (CAP)is available for the fbUowing aclions:

　　・Bゆ･‘eoyqβer ia JRSjjes a Nolja qrFederal 7αXLlen.

　　'及び＆gQr収a･Z加jRS/即/町(ｙぶ�zむy∂11r一明卯邨

　　｀lir訓IMalion oran.j,lstallmal aglllemit

　　゜Rqlecllol qran installmal ariment，

CAI)isgeneranyquickerandisavailableforabroaderrangeofcollectiona�ons.However,you can't go to coぼtifyou

disaglee with lhe CAJ)decision.CAP procedules are dcscribed ollpages Ulree 皿dfoぼofthJs pubncation，

YoumayrepresentyourselfatCDRCAPandotherAppealsprocee(hgs.0r,you may be represented by an attomey，

certifiedp油1ic accountant, orapersonenroned to practice before tlleIRS. Also,you may be represented by a member of

yourimmediate family, orinｉecaseofabusiness,by regular fulMime employees, general partuers or bona 五deo伍cers.

ALowlcomelaxClinicmayrepresentyouifyouqudfy.ALowlncomelixChicisanindependentorganjzation that

provides low income taxpayers wlth representation in fbderal tax controversies with the IRS for 丘eeoranom恒alcharge.

Pubncation 4134, Low lncome laxpayer Chic List, providesinfbnnationonchicsinyourareaandisavailableatyour

loca1 IRS omce,by caning 1-800-829-3676, 0rfromwww.IRS･gov.

lfyou wantyoぽrepresentative to appear without you and to receive and inspect co�idential material, you must file

a properly completed Form 28屹,PQwerorぶtoMeya�Declaralion好R叩resentative.lou may also authorize 皿

individual to receive or inspect co�idential material but not represent you before the IRS, by fmng a Form 8821jk

聊/＆惣α防現差油ぽ/za面瓦T11ese forms are available at your loca1 IRS office,by camllg l-800-829-3676，0rfh)m

invw.IRS･gov.

REARING AVAILABLE UNI)ER COLLECTION DUE PROCESS (CDP)

ForLienand Notices

By law,you have 血right toa CDP hearingby Appeals fbr
thesecolle咄)11actions:

　　・The伍s�meaNoticeofFedera1TaxLienisfiled
　　fbrataxandperiod.

　‘Befbreie firstlevy on yoぽpropertyfbra taxand
　　pe面d.

　゛Anerle巧onyour staterefmld.
　゜A倉erle可whencollectionishljeopardy，

You.may cQntcst,theCDP determinationin theunitdd
StatesTax Court:･

　Lien Notice:羽leIRSisre(涙red tonotifyyou the藍rst

　timeaNoticeofFederalTaxLienisfiledforeadtax
　andperiod.'nleIRS must notifyyou within5 busiuess
　days aner thelienfiling,This noticemay be mailed。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P昭el

がventoyou,orleftatyowhomeoro伍ce.Youthen

have 30 days, after that 5-day period, torequesta

hearing with A即eals.'n!e lien notice you receive win

hldicate the date this30-dayp�odexpires.

Levy Notice: For each tax and period, theIRSis

req血ed to notify you the first tlme itintends to

coUect a tax liabmty by taking your property or jghts

to property. The IRS does this by issuing you a levy

notice.The IRS can't levy or seize yoぼproperty witl血

30daysf¥omthe datethjs notice is maHed， givento

you,or left at youl home or o伍ce.Dunng that 30･day

p�od,you may request a hearhlg w池Appeals.nlere

are two exceptions to issuing this notice befbre levy:

　(I)WhencoUectionofthetaxisinjeopardy･

　(2)When rRS levies youf state tax renmd.
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HEARING AV41LABLE UNDER COLLECTION APPEALS PROGRAM (CAP)

　　　　　　　　　ForLiens,Levies,SeizuresandlnstallmentAgreements

TheCA.P procedure is avahble under more

circumstancesthanConectionDueProcess(CDP).

U咄keCDP,you may not challenge in CAP the existence

oramou吋ofyoぽtax liability,you also ca皿otproceed

to court ifyou don't agree with Appeals' decision hl your

CAPcase.Collection actions you may appeal mlder CAJ)

are:

Notice ofFederaI Tax Lien. Youmay appealthe

proposedmngofaNoticeofFederalTaxLien

(NFTL)orthe actualm辿gofanNFTL.Youare

exltitledto a CDP hearhlg a食erthenrstlhgofan

NFTL.See the preced1がnfbmlation regarding

HearingAvailable under COIlection Due Process.

You may also appeal denied requests to withdraw an

NFTL，and denied discharges， subordjnations,and

uon-attachmentsofalien.

NoticeofLevy.Youmayappealbefbreorafier

the IRS places alevy on your wages, bankaccount

or other proper砂,You may also have additiona1

Collection Due Processappeal rights.Seethe

precedigh商mlation regarding Hearing Avahble

under Collection Due Process.you may also appeal

the denial by the IRS ofyour request to hve levied

property retumed to you.

SeizureofProperty.Youmayappealbeforeora倉e『
theIRS makes a seizure.

RejectionorTerminationoflnstallment

Agreement.You may appeal whcn the IRS 祠ccts

yowrequestforanmstallmentagreement,Youmay

also appeal when the IRS proposes to terminate or

terminatesyourｉstaUment agreement.

HQwdoy卯9pealalblarleyμ1�o11 1fyour on砂

co而�on contad llasbeen a ndcg or telep陥lte
call?

I.CaH theIRS at the telephone n皿lber shoxvn on

　your notice. Be prepared to explain whichaction(s)

　you disagree with and why you disagrce, You must

　alS0 0fler a Solution to youl tax problem.

2.1fyou can't reach an agreenlent with the employee，

　tentheemploycethatyouwanttoappealhisorher

　decision.The employce must honor your request and

　wmreferyoutoamanager.ThemanagerwiUeither

　speak with you then or wiU retum youf caU with恒24

　hours.

3.Exp】ahlto the manager which action(s)you

　djsagree with缶ldwhy.The manager wm make

　a decision on the case.lfyou don't agree with 也e

　manager's decision,your case win be forwarded to

　Appealsfk)rreview.Youdonothavetosubmitthe

　appeal request hl writing，

Howdoyouappealalbl，lgyy or seizgre adon lJo腿

haye been eo�acted妙aRevenneO徊er

I.lfyou disagree with ｉe decision ofthe Revenue

　O伍cer,you must firstrequest a collference with the

　Conection manager.

2,1fyoudonotresolveyourdjsagreementwiththe

　Collectiou mauager, you may submit a wlitten request

　fbrAppeals consideration, prefbrably by completing

　Foml9423，ColledoltAppealReqw沈Thisfbmlis

　avaUable at your loca1 IRS o伍ce.bycamng1･800-

　829･3676,0dommmJRSJΣ.Check the action(s)

　you disagree with and explain why you disagree. You

　mustalsoof瓦r a solution to resolve yoぽtax problem.

3.SubmittheFonn9423tothatConectionoflice.

4.1fyou request an appeal aner the IRS makes a seizure，

　you must appeal to the Cone�onm訟ager withh1 10

　busiess days 岨ertheNoticeofSeizureisgivento

　youorleftatyourhomeorbusiness.

5.Yourrequestfbral!appealofalien,1evyorseizure

　must be postmarked on or befbre 2 days after the date

　ofyourconferencewiththeCOUectionmanager,orthe

　IRS wiU resume c�lectiona�ou，

ＨひwdoyoRaPp2alther弓e�on呼aProposed

抽slallmelltag7eement?

l.CaU the telephone nllmber shown on the letter rqjectillg

　your proposed instalhuent agreement and explain that

　you want to appeal tlle剛ection.　Yoぽappealneed

　not be in xvri面g皿1essthe哨ection letter was sent by

　a Revenue Omcer, inwhich case your request fbr an

　appeal must be in wTithlg,prefbrably using Form 9423，

　You need not have a confbrence with a COHection

　manager befbre appealing tller弓ectionofaproposed

　mstanment agreement.

P哩e3



2.Yourrequestforanappealofthe哨ectionofa

　proposed面talhnent agreement musは)emadeonor

　before the 30th day a訟r the date ofthe 哨ection letter

　(themailingofaxvrittenrequesいncludigaFoml

　9423,mustbepostmarkedonorbefbresudlday).

How do you appeal ihe lerminatioll 好aninsta11旧聞t

a2rgement?

1.CaHthete≒)honelmmber shown on the notice that

　illdicates tllatthe IRS hltends to terminate your

　ｉst岨mentagreement. lfyou ale unable to resolve

　thematter,then explain that you want to appeal the

　termination，YouTappeal need not be hnvriting lmless

　the notice ofintent to tem!弛ate youf hlstaUment

　agreementwassentbyaRevenueomcerjnwhich

　caseyourrequestforanappeahuustbeinwriting，

　prefbrably usig Form 9423. You need not have a

　collfbrence with a C011eCtiOn manager befbre appealing

　山etemlinationofaninstalhentagreement.

2.You will have 76 days血om the date ofthe notice

　ofmtenttotenuinateinwhichtorequest皿appea1.

　Unless you appeal withjn 30 days after the date of

　thenotice,orcureyourdefllultoftheillstalhnent

　agreement,tlle instjtment agreement wm termillate

　automa面a】lyonthe46thdayafiertlledateofthe

　notice.Afier the 46th day, and the termi皿tionofyour

　agreement,yoぼrighttoappealwmcontinuefbr30

　more days， Accordingly,youJ request musC be made

　onorbeforethe76thdayafierthedateofthenotice

　ofintenttoほminate(themainngofawrittenrequest，

　including a Fom1 9423， must be postmarked on or

　before such 76th day).Youare only entitled to meone

　appealdぼhlg the 76-day p�od.

Help if you are experiencing economic

harm..，

lfyouareexperiencing economic hann or are seeking

help hl resoMJlg a tax problem that hasnotbeen

resolvedおough nonnal chamlels or beUeve an IRS

systenlorprocedmisnotworkingasitshould,you

maybee恥ible fbr 'raxpayer Advocate Service CI｀AS)

assistance.You can reach TAS by calhg the TAS ton-

f¥ee case iltake he at l,877-777-4778 or TTY汀TD

I-800-829,4059バIAS camlot extend the time you have

to requesta CDP, equivalent or CAI〉hearhlg. The

timefiames for reques血g these hearings are explained

in也js publication.

Page4

附1αZw認知所all辿ａリ四昭一�y四rcgど

Lien,Levy and Seizure: NormaUy, theIRSwiH

stop collection action on the tax periods Appeals is

considermg,u皿less lhe IRS believes the conection ofthe

tax is at risk，

lnstanmentAgleements:IMPORﾌﾝiNT－ The IRS can't

levy皿tn30days峨erthe刈ection or termination of

your agreement. lfyou appeal withiu the 30,day period，

theIRSwmbe prohibited fyom levyh!g u面1 your appeal

is completed.

Once Appeals makes a decision regarding yoぼcase,that

decision is biding on both you and the IRS. Youcalmot

obtainjudicialrevlewofAppeals'decisionfbllowinga

CAP hearing･

Note: Providig f111sei�ormation,failure to provide a11

pertinent information or fhlud wm void Appeals’ decision.

APPEAL OF OTHER COLLECTION

ACTIONS

Youmayalso叩peal other collection actions:

゛R弓ectedO晋旨in Compronljse.

゛Prol)osed Trust Fund Recovely Pcnalty･

゜Deniedrequesttoabatepenalties(i.e.，1ate payment。

　late韮ng,or deposit penalties)･

(R)dispute a penahy in Appeals, fbllow the protest

requirements in PubUcatiol1 5，狗μΓ洵？ε�刄破/治ほ�

llow7bPr9ぽeAProtestぴyouDornAgree.Also,the

corTespondeuceyoureceiveonthesetypesofcaseswin

explain where you should send your protest.

聊IRS
Depadment ofthe Treasury

lnternalRevenue Servlce

www.irs.gov

Publi�onl66o(Rev.0y2007)

C幽｢cgNumber14376Z
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Questions toAppeals

1

，

2.

3

，

4.

５

6

，

7

，

8

，

W11at ale the provisionsof law under which the Appeals Division was

established?

ls the taxpayer required to go through the Appeals process before initiating tax

litigation? Can the taxpayer initiate Utigation without going thlough伍eAppeals

process?

ls there any烏e£or theAppeals process?

What can be achieved through the Appeals process? Only a settlement between

the taxpayer and IRS? （Does the Appeals omcer make a certain determination

（such as“decision”rendered by the Nationa1 Tax lyibunal of Japan）like ajudge

renders a judgment? （Does the Appeals omcer or Appeals make a certain

determination? Does such determination bind the taxpayer or IRS?）

How was the situation under the system before the IRS Restructuring and

ReformActof1998?

We understand that for the Appeals process， there is a prohibition on

communications between the Appeals omcer and IRS without ofiering the

taxpayer opportunities to participate (thatisバex parte communications").Doesit

mean all the consideration procedures involvingconsideration of the case at the

Appeals omce are done in the presence of both the taxpayer and the IRS omcer?

lfso,under what pr。isions oflaw?

Can the Appeals officer，by virtue of his or her authority，independently collect

evidence，question the taxpayer or its related parties (such as the taxpaye�

customers)or question the omcer in charge at IRS?

ls the result of such investigati(m disclosed to the taxpayer? lf the taxpayer

desires，can the taxpayer see or copy the evidence or investigation results

collected by the Appeals omcer?

資料７



9

， 工tseems that as one of the programs in the Appeals process，there is a mediation

progTam. ls the mediation dほerent from the settlement made by the Appeals

omcer? lf so,what is the difference between the two?

10.Does the opinionordetermination issued by the Appeals omcer to the taxpayer

　　　bindjimit,orotherwiseinfluencethedeterminationofthejudgeofthetaxcourt?

11.　1f tax litigationis instituted after going through the Appeals process，does the

　　　judge of the Tax Court generany refer to the opinion issued by the Appeals omcer

　　　in the Appeals process? ln yo2 opinionjs the judge of the Tax Court i�ormany

　　　influenced or guided by the opinion issued by the Appeals omcer in the Appeals

　　　process?

12.1s the Appeals omcer bound purely by previous rulings or administrative

　　　guidelines of IRS? Can the Appeals omcer issue an interpretation or opinion that

　　　isnotconsistentwiththerunngsofIRS?

13.How can someone be an Appeals officer?VVhat are the requirements to be an

　　　Appeals omcer? For example，is a license or examination required to be an

　　　Appealsomcer?

14，CurrenUy,how manyAppeals omcers are there at eachAppeals omce?

15、　What is the percentage of the total number of appeals in which the taxpayers

　　　have their representatives 11)rtheAppeals process?

16，Are there any organizations that oversee or supervise as to whether the Appeals

　　　processes are conducted in a proper and fair manner?

17.　1f there is any how 8uch oversight or supervision is conducted? W11at are the

　　　resultsof such oversight or supervision?

18.Are the Appeals process and Alternative Dispute Resolution con8idered as the

　　　same thing?lf they al･edi6rent, how do they relate to each other?

19.We'd like to have Appeals organization chart.



Table 17 --Appeals Workload， by Status and Type of Case，Fiscal Year 2005

Cate9o7

TotalCases[1]

TotalNondocketedCases[6]

　CO‖ection due process

　offersincompromise

　lnnocentspouse

　Penaltyappeals

　C00｢dinated industry cases

　lndustry cases

　Examination

　other【7】

Total Docketed Cases [8]

　Collectiondue process

　offersincompromise

　lnnocentspouse

　Penaity appeals

　Coordinatedindustlcases

　lndustg cases

　Examination

　other[7]

　Cases pendln9

0ctoberl，2004【21

(1)

64,787

53,444

17,064

10,343

　4,802

　3,763

　1,059

　952

12,282

3,179

11,343

　125

6
8
″
5
1
0
8
7
7
｀

　
　
　
　
１
０

　Cases

received【3】

(2)

99,948

80,966

29,798

14,930

　3,057

13,703

　543

　670

12,977

5,288

6
2
１
２
４
8
4
’

７
‐
8

９
8
0

18､559

　　4

　Cases

closed【4】

(3)

102,S97

82,606

26,819

17,845

　4,549

14,065

　567

　497

12,844

5,420

19,991

ｎ
ａ
Ｑ
り
ｏ
貪
り
り

ｇ
　
ｇ
2
　
ｔ
４

　
↑
１

　167

17,966

　　　Cases pendln9

September 30, 2oo5t2,3,5］

(4)

60,831

48,728

18,767

　7,439

　2,778

　3,333

　1,004

　1,082

11,280

3,045

12,103

　　92

　　3

　190

　　39

　116

11,655

　　8

゛゛Notshowntoavoiddisclosureofinformationaboutspeci5ctaxpayers. However,lhedataareincludedintheappropriate 10tars.

【lj Acaserepresentsataxpayerwithonetypeoftaxandoneormoretaxperiodsunderconsideration inAppeals. For example, anindividualtaxpayerwith

　　income taxreturnsfortaxyears2002and20031sconslderedonecaseinAppeals，butacorporatetaxpayerwithbothincometaxandexcisetaxretums

　　inAppealsisconsidered two cases.

〔2〕CasespendingincludescasesinAppealsjurisdictiononly･

【3】CasesreceivedincludesallcasesassignedtoAppealsduringtheyear,except cases thatwere received from and returnedtolheoperatingDivisions

　　asprematurereferralswithinFiscalYear2005.

[4]DUringFY2005,somecaseswereclosedindocketedstatusthathadbeenreceivedasnondocketedcasesinprioryears.

{5}Thenumberofcasespendingonoctoberl，2oo5,doesnotequalthenumberpendingonSeptember30,2oo4，plusthenumberreceivedlesslhenumbe

　　crosed，largelydue to cases transferredtoChiefCounselISjurisdictionfortrial，andcasesreCeivedinprioryearSbutreiumedtotheoperatingDiviSionS

　　asprematurereferrals in FiscalYear2005.

同Nondocketedcasesarethoseinwhichthetaxpayerhasno傾led a petitionin the united States TaxCoua.

[7]The¨Oth�lcate9oryincludescasesinvolvingTrustFundRecovelPenalty,Collection Appeals Program，Freedom oflnformationAct，Directorof

　　PracticeandAbatementoflnterest.

【8JDocketed cases arethosejnwhichthetaxpayerhasnledapetitioniniheunitedStatesTaxCoui

SOURCE: IRS Data Book，FY2005，Pubrication 55b.Also,Appeals,Strategic Plannin9.Measures Analysis AP:SP:SPMA



合計[1]

区分

行政審査件数[6]

　徴収の適正手続

　減額等の申入れ

　央婦共同申告の善意の配偶者

　追徴金の不服申立て

　論点整理された事業事案

　事業事案

　税務調査

　その他[7]

租税訴訟件数[8]

　徴収の適正手続

　減額等の申入れ

　央婦共同申告の善意の配偶者

　追徴金の不服申立て

　論点整理された事業事案

　事業事案

　税務調査

　その他[7]

2004年10J弓１日

前期繰越件数〔2〕

64,787

53,444

17,064

10,343

　4,802

　3,763

　1,059

　952

12,282

3,179

ill343

　125

　268

　　51

　108

10,777

2005年度不服申立て処理件数

　本年度

受理件数[3]

99,948

80,966

29,798

14,930

　3,057

13,703

　543

　670

12,977

5,288

5
2
1
2
４
8
4
Ｉ

９

９
8
0
5
5
9４

　本年度

処理件数[4]

102,597

82,606

26,819

17,845

　4,549

14,065

　567

　497

12,844

5,420

19,991

　1,069

　　5

　620

　　43

　167

17,966

　2005年9月30B

翌期繰越件数[2,3,5]

60,831

48,728

18,767

　7,439

　2,778

　3,333

　1,004

　1,082

11,280

3,045

12,103

9
2
３

190

　　39

　116

11,655

　　8

'゛特定の納税者についての情報公開回避のため数値未記入｡但し、合計件数には含まれている。

田１件数には審査対象となった1税目に関する複数の期間も含まれる｡例えば､個人納税者の2002年と2003年の所得税申告に関する不服審査は1件であり

　　法人納税者の所得税と消費税に関する不服審査は２件となる。

[2]前期繰越件数には、不服審判所の係属事案のみ含まれる。

[3]本年度受理件数には､その年に不服審判所に帰属したすべての事案が含まれ､受理した中で2005年度内の審査に|ま適さないものとして課税庁に戻された

　ものは除く。

[412005年度中には､過年度に行政審査事案として受理していたが司法審査で処理された事案がある。

〔5〕2005年10月１日の繰越件数は､2004年9月30日の繰越件数に本年度の受理件数を加えさらに処理件数を引いた数値にはならない。

　　それは､裁判のため首席法律顧問の管轄に移行した事案や2005年度内の審査には適さないものとして課税庁に戻された事案等があるためである。

[6]行政審査件数は､納税者が連邦租税裁判所(USTaxCourt)に提訴していないものである。

[7]その他の項目には、信託基金回収追徴金、徴収不服手続き、情報自由法、業務管理および利息の減額に関する事案が含まれる。

【81税務訴訟件数は､納税者が連邦租税裁判所(USTaxCouM)に提訴したものである。

出典:IRS Data Book､ FY2005､Publication 55b､ Also､Appeals､Strategic Plannin9､ MeasuresAnalysisAP:SP:SPMA

　(長谷川博訳)



　（参考資料）

チヤールズ・Ｏ・ロソッテイ著（猪野　茂、大柳　久幸、井渾　伸晃、鈴木　友康　訳　財

団法人大蔵財務協会（2007年発刊）「巨大政府機関の変貌　初の民間出身長官が挑んだア

メリカ税務行政改革」第５章より抜粋

　議論は、改革委員会が1997年７月に発表した報告書をきっかけとして姑まった。報告書

は、外郎から統治され、内部組織によって運営されるというやり方で、ＩＲＳを抜本的に

変革することを提案していたが、クリントン政権は委員会が最終報告を発表する前から、

この提案について反論を唱えていた。

　１年に及ぶＩＲＳをめぐる議論の中で最大の論点は、ＩＲＳ自体についてではなく、誰が

ＩＲＳを監視するかという問題だった。 1997年春、改革委員会は、ＩＲＳを統治するため

に、民間出身のメンバーを加えた監視委員会を創設することを提案し、激しい政治の嵐を

更に一段と激化させた。

　ケリーとポートマンの両共同委員長は、提案にある監視委員会と民間企業の取締役会と

を比較して、監視委員会が「事務運営を近代化し、国民と議会の信頼を回復するのに必要

な継続性と説明責任、そして専門的技術をIRSにもたらすことになる」と述べていた。更

にポートマンはこれに付け加えて、「当委員会が、独立した監視委員会が必要と判断したの

は、財務省にはＩＲＳを管理することのできる能力のある専門家もいないし、その時間も

ないからだ」と述べた。

　クリントン政権は、この提案に対して強い反対の意向を明らかにした。政権は、この提

案を、ＩＲＳの組織統治改善の手段とは見ずに、政権から重要な官庁への統制機能を奪い、

新たに設置される監視委員会にクリントンの政策への敵対者をもぐりこませようというパ

ワー・ゲームとして受け取ったのである。監視委員会に対するこのような政治的猪疑心は、

ＩＲＳを立て直すためにはどうしたらよいかという実質的な議論を完全に圧倒していた。

ホワイトハウスは、真正面から反対するのをやめて、監視委員会の権限を限定するための

交渉に戦術を変更しただけだった。監視委員会の権限はＩＲＳの法令執行業務にまで及ぶ

のか？ＩＲＳの予算についてはどうか？ＩＲＳの人事については？ＩＲＳの再編について

は？財務長官は監視委員会のメンバーになるのか？監視委員会はＩＲＳ長官を任免できる

のか？

　この交渉の本質は、財務省や行政管理予算局（ＯＭＢ）など、ＩＲＳになんらかの監督権

を持つ他の組織との比較において、新監視委員会がどれだけの権限と影響力を持つのかと

いう問題だった。ケリー上院議員が望んでいたのは、これらの組織が持っていた監督権を

新監視委員会に統合し、利害が錯綜する複数の関係者から放たれるダーツの標的という状

態からＩＲＳ長官を救い出そうということだったのである。

最終的には、改革法案を通過させるために政治的妥協が行われ、誰からも既存の権限を取

り上げることなく、新監視委員会にかなり大きな権限を与えることになった。

１



　（チヤールズ・Ｏ・ロソッティ着「Many unha卯y Retul･ns」猪野　茂、大柳　久幸、井

潭　伸晃、鈴木　友康訳　財団法人大蔵財務協会（2007年発刊）。なお、同着翻訳では、監

視委員会を監理委員会と訳している｡）

２



ＩＲＳ監視委員会　２００７年納税者の意識調査

IRS監視委員会の納税者の意識調査報告

2008年２ﾅ」

　2002年以来、IRS監視委員会は、納税者の意識に関するより深い理解を得るために年次

調査を行なっています。

　2002年の調査は、主としてコンプライアンスに関する意識に関する質問をし、1999年の

調査でTRSによって用いられたものと同一の質問および手法を用いました。

　2003年の調査は、顧客サービスに関する納税者の期待に関する追加の質問を含むものに

拡張されました。

　2004年には、IRSのサービスおよび執行機能に対して、追加の資金を出すことに関する

納税者の意向を質問に加え調査をさらに拡張しました。

　2006年には､IRSの活動に関する見方に関してもう一つの質問が追加され､2007年には、

申告代行業者に関する納税者の見方に関する二つの質問が加えられました。

　この文書は、2007年の調査の結果を示すものですが、さらに同一の質問および手法が用

いられた以前の調査結果と比較しています。

＜手法及びサンプル・サイズ＞

　オムニテル（OmnirE）は、ＧｆＫＮＯＰ（訳注１）による週に一回の全国電話オムニバス・

サービスです。

　毎週のオムニテルは、すべての18歳以上の成年男性および女性（ほぼ同数）で構成され

たI､000件の完結したインタビューから成り立っています。

＜サンプリンダ方法＞

　すべてのインタビューは、４つのGfKサイト（ツインフォールズとレックスバーグ（ア

イダホ州）、サンホセ（コスタリカ）、及びセプ（フィリピンｎからの電話で行なわれます。

　４つのサイトは、ともに400ラインの常時のキャパシティーを持っており、CATI

　（ComputerAssisted Telephone lnterviewing : コンピューターによる電話インタビュー）

として知られるインタピュー手続を利用します。

　インタビューする人は、専門的に訓練されており、常にチェックされ監督されます。

　オムニテル調査は、全米のすべての電話世帯に対するRandom Digit Dialing（RDD）（訳

注２）の確率サンプルに基礎を置いています。ＲＤＤサンプリング・システムは、全体的に



コンピューターをベースとしており、それぞれ全ての電話|仕帯に対する選定は同じ確率を

提供します。したがって、サンプルは、登録されている番号と登録されていない番号の両

方の電話世帯を適切な比率で表します。この手続で選ばれた全てのサンプル番号は、最初

に選定されたものであり、またインタビューを完全にするために少なくとも４回のフオロ

ーアップが条件とされています。

　インタビューの過程の間に、すべてのデータは､入力されCATIシステムにより消去され

ます。したがって、この過程は、編集とキーパンチの作業を除去します。

＜加重値及びサンプルの信頼度＞

　全ての完了したインタビューは、18歳以上の合計人口の正確で信頼できる代表であるこ

とを確実にするため加重値を与えます。生のデータは、それぞれの回答者に対して自動的

に展開する加重要因をもっか特注のコンピュータプログラムによって加重値が与えられま

す。

　この手続きは５つの可変的なもの、すなわち、年齢、性別、教育、人種及び地理的な領

域を必要とします。それぞれのインタビューは、年齢、性別、教育、人種及び地理的な特

性というその特別な組み合わせを持った人口の実際の割合と我々のその週のサンプルの割

合との間の関係から派生する一つの加重値が割り当てられます。

　厳正で再生可能なサンプリング、フィールド及び加重値処理の使用のおかげで、全ての

オムニテル調査は、お互いに均一しています。これは、適時の分析のみならず傾向の類似

性を引き出す機会を与えます。

＜インタビューの日程＞

　この調査のインタビューは、2007年８月24日に始められ、同年８月26日に完了しまし

た。成人女性532人と成人男性479人の合計1､011人のインタビューが完了しました。

加重値データにおける誤差は、全てのサンプル+/－8％です。

(訳注１)ＧｆＫＮＯＰは、ジーエフケーマーケティングサービス会社

　　　(http://www.gfknop.com/customresearch･uk/参照)

(訳注２)機械的に電話番号を乱数で作成し自動的に電話をかけ応答した相手に質問を行

　　　なう調査法。



表1　もし､あなたの所得税で不正額の許容範囲はどれくらいだと思いますか？(パーセンテージで)

2007年 2006年 2005年 2004平 2003年 2002年 1999年
少々

可能な限り

全くない

DK/NR

８

５

　　－ ８４

３

８ ７ 　８

－　　一一
　４

一一　－一一
　８６

　一一　２

12 10

3
　　　一一86

1

８
３

８７
２

４ ３ ５

86

1

88 81
２ ３

表2　それぞれの項目に関し､あなたは全く同意するか､ほとんど同意するか､ほとんど同意しないか､それとも全く同意しないか？

全く同意 ％）
ほとんと同寫(％) ほとんど 司,回しない(％) 全く1昿ぽしない(％ Ｌ)Ｋ／ＮＡ／Ｒｅｊ･

07年106年 〔)5年!04年03年 02年 99年 07年 06年 05年 04年 03年 02年 99年 07年 06年 05年 04年 03年 02年 99年 07年06年 05年04年03年02年99年 ０乙牢06隼05隼04平03年02年凹紆公平な税負担は全てのア

メリカ人の義務である

不正申告したすべての人

は説明責任を果たすべき

である
‥-不正申告した人を通報す

る事はすべての人の個人

責任である

納税者は正しいと思う税

額を支払うべきである

IRSが提供するより詳細な

情報と指導は､より多くの

人にとって申告書を正しく

提出することになるだろう

71

61

31

17

42

73

66

30

15

45

72

63

30

13

46

73 68 72 81 24 21 24 21

一一

29

27 23 14 ２ ３ ３ ４

一一

５

３ 2

6

24

２ 3　2

3　2

18　16

１　１　２

２　３　３

2　2

3　3

26　24

45　47

NA NA

１　１　２　１　１　１　＊

２　１　１　１　１　２　１

５　４　３　６　３　４　３

４　２　２　３　２　３　２

３　２　２　５　２　Ｎ八NΛ

62

24

60 65 64 28 25 30 28 25 25 ５ ５ ４ ８ ７

19 21 18 29 28 32 29 29 25 30 16 22 19 22 25 25

26

16

40

20 ・ 24

13 12 15 ｎ 17 21 18 17 L8 14 15 21 23 28 29 24 23 40　40

　　一一一一

7　6

38 44

45 44 ＮＡ NA 40 38 40 39 38 NA NA ８ ９ ８ ８ 12 NA NA ４ ４ ５

表３　あなたは納税者として､【RSが納税義務を負う全ての納税者に正しく納税する事を確実にするために､次のことをなすことはどれだけ重要か？非常に重要､やや重要､あまり重要ではない､あるいは全く重要ではないか９

卵吊に獣嬰(％) やや重要(％) あまり重要ではない(％) 全く重要ではない(％) ＤＫ／ＮＲ(％
07年 06年 05年 04年 03年 02年 07年 06年 05年 04年 03年 02年 07年 06年 05年 04年 03年 02年 07年 06年 05年 04年 03年 02年 07年 06年 05年 04年･03年 02年

低所得の納税者が正しく

申告し納税する事を確実

にすること

小規模事業者が正しく申
告し納税する事を確実に

すること

高額所得の納税者が正し

く申告し納税する事を確
実にすること
--－--法人が正しく申告し納税

する事を確実にすること

64

68

79

80

61

68

76

80

66

73

81

87

61

　一一

70

79

85

63 56 24 28 26 28 24

23

28 ４ ５ ６ ６ ７ ８ ５ ４ ２

１

２ ４ ５ ２

１

２ １ ３ ２

２

２

－
２

３

２

２

２

70 68 24 25 22 22 25 ３ ３ ２ ３ ３ ３ ３ ２ １ ２ ３ ２ １

２

４

３79 77 14 18 16 15 16 16 ２ ２ １ ２ ２ １ ３ ２ １ １ ２ ３
２

= 四 r ＝

2

２

-
２83 83 12 14 10 10 12 10 ２ ２ ２ １ １ １ ４ ３ １ １ ２ ３ １　２

ＤＫ　：　分からない

NA　:　質間なし
NR　:　回答なし

　＊　質問には本調査の年は含まれていない



表4　あなたか正直に申告･納税するかどうかに関し、次の要因はどのくらいの影響がありますか？重大な影響を受ける､やや影響を受ける、あまり影響はない､あるいは全く影響はない？

至大な影響を受ける(％) ？？影響を受ける(％) あまり影響まない1％） 全く扉響はない 知 DK/NR(％)
07年 06年･05年 04年 03年 02年 07年 06年 05平04年03年02年 07年,06年 05年 04年 03年 02年 07年06牢05年04年03年 02年 07年06年105年 04年03年02年

税務調査の恐怖

あなたの隣人は正直に申

告･納税をしていると信じ

31

22

37

72

35

20

40

76

36

21

41

82

35 37 29 23 26 26　25　22 25 13　14 16 16 14 13 27　21 ， 19 20　23 30 ６　４ ３　５，４　４

６　６１４　７
20 18 20 18 23 21　22　20 18 16　16 19 20 18 15 37　36 33 32　40 40 ７　５

第二者か【RSへあなたの

所得(例､賃金､利子､配

当金)を通報　　－　－一一一一
あなたの個人的な高潔性

37

79

37 33 24 27 27　32　27 27 12 12 １１ 10 ｎ 11

4

21　17

　　■　㎜㎜
6　3

17 15

2

21 22
６

一一

２

３ ４

１

６　４　７

３　２　４73 74 15 15 13　12　15 14 ５ ４ ３ ３ ５ １ ５ ４ ３

表5　あなたは納税者として､IRSが納税者を支援するための次の項目のサービス提供はどれだけ重要か？非常に重要､やや重要､あまり重要ではない､あるいは全く重要ではない？

非副こ東要(％) やや重要(％J あまり重要ではない(％) 全く重要ではない(％) ＤＫ／ＮＲ(％)
07年 06年 05年 04年 03年 02年 07年 06年 05年 04年!03年 02年 07年 06年 05年 04年 03年 02年 07年 06年105年 04年 03年 02年 07年 06年 05年 04年 03年02年

あなたの質問に答えるフ

リーダイヤルの電話番号 69

60

63

55

59

34

46

51

74
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　一一

63

59

61

36

　－

43

51

78 77 76 77 19 17 14 15 L5 13 ４ ３ ３ ３ ３ ４ ８ ４ ４ ４ ５ ５ １ １ ２

一一

２

３

１　２

１　２

一一

２　３

２　ＮＡ

あなたの質問に答える訪

問できるIRSのオフィスの

場所

情報を提供するウェブサイ

ト

IRSに直接に質問をe-メー

ルすることができる

納税申告の電子申告の機

会

66 63 66 66 24

■-

21

26 24 27 23 19 ６ ６ ５ ５ ４ ７ ８ ６ ５ ４ ６ ７ １ Ｌ

65 61 62 59 24 21 24 22 21 ４ ５ ５ ５ ４ ６ 11 ７ ８ ８ 11 11 １ １ １

57
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36

53 55 NA 26 25 24 26 26 NA ６ ７ ７ ８ ７ NA ｎ ９ 10 ９ 11 NA ２ １ １ ４

－
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35

60 55 24 25 25 24 22 24 ７ ５ ４ ８ ６ ６ ８ ７ ６ ６ 10 11 ２ １ １ ２

２

２

－

１

３

ＮＡ

ＮＡ

ＮＡ

図書館やショッピングモー

ルのキオスクに設置された

コンピュータ端末
33 NA 29 32 32 31 31 ＮＡ 15 14 16 18 15 NA 20 16 15 13 19 ２ ２ １

情報や支援を提供する

IRSオフィスに不便な場所

を訪問する税務支援バス

ー---－　－学校､コミュニティセン

ター、図書館等のように便

利な場所にある地域密着

型の税務相談所

45

54

42 43 NA 32 35 36 35 35 NA ９ 10 10 １１ ９ NA １１ 10 ７ ９ 11 ＊ １ ２ １

51 51 NA 31 32 33 31 31 NA ６ ８ ６ ９ ７ NA １１ ８ ６ ６ ９ １ ２ １ ３



表6

表7

税金問題の助けとして次のような項目のサービスをどの程度利用すると思いますか？大いに利用、やや利用､あまり利用しない､あるいは全く利用しない？

リーダイヤルの電話番号

--
質問に答えてくれるIRS担

当者が30分以内の場所

にいるオフィス

質問に答えてくれる【RS担

当者が30分～60分以内

の場所にいるオフィス
ー－-
情報を提供するウェブサイ

ト

IRSに直接に質問をe-メー

ルすることができる

　ー　　一一
図書館やショッピングモー
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゜ンピュータ端　　｀_　末
情報や支援を捻浜子名-'

【RSオフィスに不便な場所

を訪問する税務支援パス
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利な場所にある地域密着

型の税務相談所
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待てない

1分以内
　　　一一一一2～5分
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1
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表10 ほとんどの人は､単に納税申告所を提ｌするときでも､実際にIRSの担当者と話し合うときでもIRsと何らかの形で接触があります｡

IRSとの個人的な接触であなたはどの程度満足していますか？大変満足､やや満足､やや不満､あるいは全く不満？

07年 06年105年 04年 03年

大変満足

やや満足

やや不満
　一一-全く不満

Dk/NR(分らない､回答なし)

３６

４２

７

８

８

３７

４２

７

７

８

３９ 38 41

３９ 41 41
８ ６ ５

５

８

５ ６

10 ８

(％)

10a lRSがその業務を遂行するために受け取る財源を考えた場合､次のどの項目に最も同意しますか？

07年 06年
IRSはその執行活動と

顧客サービスプログラム

の間に適切なバランス

を保っている

　　-IRSは顧客サービスプロ

グラムに財源を充てす

ぎ､執行活動には充分

ではない
　　一一IRSは執行活動に財源

を充てすぎ､顧客サー

ビスプログラムには充分

ではない

46

14

25

15

45

13

-

30

12Dk/NR(分らない､回答なし)

(％)

表11　1RSが受取る資金についていくりかの記述を挙げます｡それぞれにりいて、全く同意するか、ほぽ同意するか､あまり間意できないか､あるいは全く同意できないか､お開かせください｡

全く同意(％ ほぼ同意(％) あまり同意できない(％) 全く同意できない(％) DK/NR(％)
07年 06年 05年 04年 07年106年 05年04年 07年 06年 05年04年 07年 06年 05年 04年 07年06年 05年 04年

IRSは､税法を執行し納税

者が確実に納税するため

に更なる資金を受けるべ

ふり7池､こ
IRSは､より多くの納税者

に電話及び直接に会って

支援できるように更なる資

金を受けるべきである

24

21

24

24

２０

２２

２２

２２
]ﾌﾞ

43 40 １７

-一一

１８

19 １９　１９ 15 15 １５ 15 ４　３ ３

２

５

44 42 16 16　18 16 15 １５ 13 ３　４ ５

表12　現在のところ､連邦納税申告の有料申告代行業者の全てが能力または倫理面で規則に服しているわけではありません。

　　　　あなたは、申告代行業者が次の基準に適合することが要求されることについて､非常に重要､やや重要､あまり重要ではない､あるいは全く重要ではないと考えるか｡

税務申告代行業

者となるための能

力

　　　07年

税務申告代行業

者となるための倫

理性

　　　07年

非常に重要

やや重要

６２

　　一一 ２５

　　－一一４

６

２

63

23

あまり重要ではない ５

全く重要ではない

Dk/NR(分らない､回答なし)

７

２

(％)



表13　もし､あなたが連邦納税の申告にあたり、有料申告代行業者を選ぶとすると､次の要件はどのくらいの影響力がありますか？重大な影響、多少の影響､ほとんど影響がない､あるいは全く影響かない？

代打業苓は政府
や州の規則また

は免許を必要と

する

代行業者は産業

協会の規則や認
定を必要とする

Oy年 07年
重大な影響

多小の影響

ほとんど影響かない

全く影響はない

Dk/NR(分らない､回答なし)

４８

－一一一一３３

７

　- ８

３

34

40

ｎ

１１

３

(％)



IRSの使命

第三次納税者権利憲章（Taxpayer Bm Of Rights III）

　IRS組織再編に伴いIRSの使命（the Misslon Statement of the IRS）は、以下のように改

訂された。「IRSの使命は、アメリカの納税者に最高品質のサービスを提供することによって、

納税者に自らの納税義務を理解してもらい、納税者自らが納税義務に応えることができるよう

にし、全ての納税者に税法を誠実かつ公正に適用することにある｡」

第三次納税者権利憲章

　「1998年IRS組織改革法」は、1998年７月23目に大統領が署名し立法化されたが、|第三次

納税者権利憲章」は、開法に合まれているものである。「第三次納税者権利憲章」は、納税者の

権利を保護することと、内国歳入庁が納税者の鏝少負担のもとで税法を効率的かつ公正に適用

することとの均衡を図ることを担保するためのものである。

　なお、IRSの使命及び以下の納税者権利宣言は、IRSから「納税者としてのあなたの権利」

　（YburRights as a Taxpayer）として英語及びスペイン語によりIRSから公刊されている。

納税者権利宣言

Ｉ．納税者の権利の保護

　TRSの職員は、あなたがわれわれ職員との接触する全ての期間において納税者としてのあな

たの権利を説明し保護することとされています。

Ｈ．プライバシーおよび守秘義務

　IRSは、あなたから提供を受けた情報に関し、法律が認める場合を除き、他のいかなる者に

対しても、それを明らかにすることは絶対にありません。また、あなたは、われわれがなぜあ

なたに情報提供を依頼しているのか、どのようにその情報を利用するか、そして、あなたがわ

れわれに求められた情報を提供しなかった場合にはどうなるかについて知る権利があります。

Ⅲ。専門的かつ礼儀正しいサービス

　あなたが、IRSの職員によるあなたに対する対応が専門家らしいものでないと思われたとき

は、それを職員の上司に伝えてください。そして、その上司の対応にご不満があるときは、あ

なたの地区またはサービス・センターの責任者に書面でお知らせください。

IV.代理権



　あなたはご自分でご自身のご意見を述べることもできますし、適正な書面による委任状があ

るときは、他のどなたかをあなたの代理人とすることができます。あなたの代理人は、弁護士

や公認会計士､登録代理人のようにIRSに対して業務を行う資格を認められた者でなければな

りません。もし、あなたが、われわれの質問の途中であっても、上記のような代理人に相談を

したいと要望される場合は、原則として、私たちはその面談を中止して予定を変更しなければ

ならないとされています。

　あなたは面談に際して他のどなたかを立ち会わせることができます。また、あなたが、面談

日の10日前までに書面で申し出られたときは、あなたと調査官、不服審判官、徴収容との面

談の際の話合いを録音することもできます。

Ｖ．適正税額のみの納付

　あなたには、法で定められた適正税額を過不足なく納税する義務があります。あなたが期限

内に税額を全額納付できないときは、毎月の分割払いにすることも可能です。

Ⅵ。解決できない税務問題に対する支援

　あなたがIRSとの間で問題をうまく解決することができなかったときは､全米納税者擁護官

による税務問題解決プログラムがあなたを支援してくれます。そして、あなたが税務上の問題

の起因する著しい困難な状況にあるときは、あなたの地区の地方納税者擁護官が、あなたのた

めに特別な支援を行ってくれることになっています。もっと詳しい情報は、無料電話サービス

に電話をかけるか､あなたが最後に接触したIRS事務所を管轄する地方納税者権利擁護官に書

面を送ることにより知ることができます。

Ⅶ。不服審査及び司法審査

　あなたが、ご自分の課税処分を受けた税額や租税徴収手続きにおける何らかの処分に異議か

おるときは、あなたには、不服審査部門に事案の審査を申し立てる権利があります。

　それをせずに、裁判所にあなたの事案に関し訴訟を提起することもできます。

Ⅷ。一定の罰則規定の免除

　あなたが公正かつ正直に行動したこと、または、IRSの職員の誤った助言に従ったことを証

明できた場合において、法律でそれが許されるときには、IRSは、罰則規定を適用しないこと

になっています。また、それがIRSの職員による一定の処理の遅れまたは誤りが原因である場

合には、延滞税は免除されることとなっています。

税務調査、不服審査、徴収手続および還付手続



税務調査

　msは、提出された大多数の納税者の申告書の申告内容について正しいものだと認めていま

す。仮に、われわれがあなたの申告書について質問したときや、あなたの申告書を税務調査対

象として選択したと場合でも、それは、われわれが、あなたは不正な申告をしていると考えて

いることを必ずしも意味しているわけではありません。また、質問や調査の結果、納税額が増

額されることもあればされないこともあります。われわれは、あなたの申告に関して全く修正

をしないで終わることもあるかもしれません。あなたに税額還付があるかもしれません。

　税務調査目的の申告書選定手続は、通常、次の二つの方法のいずれかによって始まります。

　第一番目は、コンピュータ・プログラムを使用して、金額に誤りのありそうな申告書を特定

する方法です。これらのプログラムは、例えば、書式1099やW2のような情報申告書、過去

の税務調査結果の分析、特定の項目に関する納税協カプロジェクトによって得られた結果に基

づいています。

　二番目として、われわれは、申告金額に誤りのありそうな申告書を示す外部の情報源を利用

しています。これらの情報源には、新聞、公的な記録、そして個人からの情報提供が含まれま

す。われわれは、それらの情報が正確で信頼できると判断したときは、税務調査対象となる申

告書の選定にそれを利用することもあります。

　IRS公刊物556号「申告書の調査、不服申立権、還付請求」では、われわれが税務調査にお

いて従うべき規則や手続を説明しています。以下の項目では、われわれが税務調査をどのよう

に実施するかについて概観します。

書面による調査

　私たちは多くの質問や調査に関して書面によって処理しています。そして、あなたに対して

補足情報の請求または申告書の修正が必要だと考えるときは、その理由をいずれも書面で通知

することになっています。あなたはそれに対して、書面によるか、または、調査官との個人的

な面談を要求するかのいずれかの方法により回答することができます。あなたが請求された補

足情報を送付した場合や、説明を行った場合に、われわれは、必ずしもあなたの主張を認める

かどうかはわかりません。そして、何らかの申告書の修正が必要な場合にはその理由を説明す

ることになっています。あなたに理解できないことがあれば、どんなことでもためらわずに、

われわれに書面で知らせてくださるようお願いします。

　面談による調査

　われわれが､あなたに個人的な面談を通じて税務調査を実施したいと通知するとき､または、

あなた自身が面談による税務調査を要求するときは、あなたには、ご自身とIRSの双方に都合

のよい適切な時間と場所において調査を受けることを求める権利かあります。調査官があなた



の申告書を修正しようとする場合には､その修正理由について説明をすることになっています。

あなたが修正に同意するつもりがないときは、あなたはその調査官の上司に面会することがで

きます。

　再調査

　われわれが、あなたの申告書を過去２年間に同―項目について調査し、かつ、あなたの申告

内容を何も修正する必要がないと認めていたときは、できる限り早くわれわれにお知らせ下さ

い｡それによって､われわれはその税務調査を実施すべきではないことを知ることができます。

　不服審査

　あなたが調査官の課税処分に異議があるときは、IRSの不服審査部門に不服申立てを行うこ

とができます。ほとんどの見解の相違は、高額な金銭的負担と時間を費やすことになる訴訟を

行わずに解決できます。あなたの不服申立ての権利については、IRS公刊物５号「あなたの不

服申立の権利及び不同意の場合の争訟の準備方法」およびIRS公刊物556号「申告書の調査、

不服申立権、還付請求」に詳しく解説されています。

　あなたが不服審査部門を利用したくない場合、または、その判断に異議かおる場合には、あ

なたは合衆国租税裁判所、連邦請求裁判所、または、あなたの居住地を管轄する連邦地方裁判

所のいずれかの裁判所に訴訟の提起ができます。あなたが裁判所に訴訟を提起した場合におい

て、ご自身の納税義務を証する適正な帳簿や記録等を保存し、IRSに協力的であり、かつ、他

の一定の要件を満たしているときは､一定の事実についての挙証責任はIRS側が負うことにな

っています。また、裁判所があなたの事案において、ほとんどの争点であなた主張を認め、か

つ、わたしたちの立場の大部分を不当と判断した場合には、あなたは行政費用および訴訟費用

に関して一定の金銭的補償を受けることができる場合もあります。ただし、あなたが、行政上

での事案解決を試み、この行政上の事案解決には不服申立手続を経るということ含んでいます

が、かつ、われわれに事案を解決するために必要な情報を提供していなかった場合は、あなた

にはこれらの費用の補償を受ける資格がないことになります。

徴収

　IRS公刊物594「IRSの徴収手続」では、あなたの連邦税の納付に関する権利と義務を解説

しています。それは以下の通りです。

・税額を負担するときは何をすべきか

　この解説には、納付通知書を受け取ったときやその納付税額が不当であると考えたときにあ

なたは何をすべきかが書かれています。さらに分割納付方法、滞納処分を遅らせる方法、和解

　（コンプロマイズ）による租税の減免申請の方法なども述べられています。

・IRSによる徴収処分

　この解説には、リーエン（先取特権）の設定およびその解除、差押えおよびその解除、強制



執行による滞納処分と公売、財産の放棄についても触れています。

　あなたの徴収手続への不服申立の権利は、IRS公刊物1660［徴収諸手続きおよび処分に対す

る不服申立の権利］に詳しく説明されています。

善意の配偶者の救済

　一般的に、夫婦共同申告に関しては、あなたとあなたの配偶者が連帯してかつ個人として全

ての税金と延滞税、加算税の総額を支払う義務を負うことになります。しかし、あなたが善意

の配偶者の救済要件を満たしているときは、あなたの配偶者（または、過去の配偶者）に係る

税金、延滞税、加算税を支払う必要はありません。新しい法改正により、善意の配偶者の救済

を受けるための要件が緩和され、また、さらに二つの救済措置が設けられました。善意の配偶

者に対する救済措置およびその他二つの救済を受けるための措置については、IRS公刊物971

号「善意の配偶者の救済」と書式8857号「善意の配偶者の救済申請」を参照してください。

還付

　あなたが税を納めすぎたと考えるときは、還付請求をすることができます。あなたは原則と

して、申告書を提出した日から３年間、または、その税の納付した日から２年間のうちのどち

らか遅い日までに、還付請求をしなければなりません。一般に、還付税額があなたの申告書ま

たは還付請求書の提出日から45日以内に支払われないときは、法律に基づき還付加算金が支

払われます。還付手続に間しては、IRS公刊物556「申告書の調査、不服申立権、還付請求」

に、もっと詳しい情報が書かれています。

納税情報

　ＩＲＳは非常に多くの無料情報を提供しています。次に掲げるものは、書式、IRS公刊物お

よび補足情報の情報源です。

・　税に関する質問：無料電話

・　フオームとIRS公刊物の入手：無料電話

・　インターネット:www.ir8.ugtl9as.gov.

・　税金ファクス・サービス：あなたのファクシミリからファクス番号にかけてください。

・　小規模企業オンブズマン：あなたが小規模事業者のときは、小規模企業オンブズマンに電

話（無料電話番号あり｡）することによりIRSの強制措置に対して通常の手順を採るよう意見

をしてもらうことができます。

・　税務行政担当財務省主席監察官:あなたが秘密裏にＩＲＳの職員の過誤､浪費､不正行為、

または職権濫用関して通報したいときは、税務行政担当財務省首席監察官に電話（無料電話番

号あり｡）をすることができます。匿名でそれは可能です。　　　　（訳：中西良彦）

　　（本資料は、東京税財政研究センターの2007年アメリカの税務行敵視察報告書「振り子の

米国内国歳入庁（IRS）」（2008年１月発行）から引用しています｡）
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アメリカの租税争訟制度の実情視察　日程表

　　　　　2008年川23目～30目

月　目 訪問地名 現地時間 スケジュール

7/23(水) 東京成田発

ワシントンDC着

11:10

10:40

NH-002

7/24(木) ワシントンDC １０：００～１２：００

１４：００～１６：００

法律事務所

租税裁判所

7/25(金) ワシントンＤＣ 　８：３０～１０：００

１４：００～１６：００

IRS監視委員会

AppealsO伍ce

7/26(土) ワシントンDC 10:00～12:00 全米納税者ュニオン

7/27(日) ワシントンDC発

ニューヨーク着

12:00

14:48

アムトラック

7/28（月） ニューヨーク 自由行動

7/29(火) ニューヨーク発 12:30 NH-009

7/30(水) 東京成田着 15:25

視察参加者

名　前 職　業

団　長 清水規廣 弁護士

副団長 稲葉恭治 税理士

税理士

参議院議員(税理士)
弁護士

事務局長

顛　問
団　員

長谷川博
水戸将史
志賀　襟
西山裕志 税理士

梯　和恭
平山紀美子
安田京子

税理士
税理士
税理士

田村奨 税理士
菅原万里子 弁護士
徳田匡泰 税理士
長谷川智子
西山武由美
平山将光

添乗員 池田　忠



《編集後記》

　我々視察団は、今回の視察にあたり、録音機器の使用をあえて行わず、当日

のメモや資料にもとづいて報告書を作成することとした。

　報告書作成については、できるだけ早期に完成すべく担当者や執筆者にお願

いし、メーリングリストや会議において議論を行い、内容の確認に努めた。

　租税訴訟学会横浜支部主催の視察であることから、視察報告のための同支部

研修会開催までには報告書を完成させる必要があった。

　本業の傍ら報告書を早期に作成することは、時間的に困難な而もあったが、

何とか研修会までに間に合うことができたことは、執筆者の努力に負うものが

大きかったと思われる。

　今回の視察は、租税訴訟学会横浜支部主催ではあるが、横浜支部のみならず

本部東京からも参加を得たこと、また、税理士でもある水戸将史参議院議員の

参加をいただいたことは、有意義なものであった。

　視察団事務局長として、不慣れな而もあったが、本視察を有益なものにすべ

く、特に希望の視察先に受け入れてもらうための連絡等に力を注ぎ､結果的に、

希望先の訪問・ミーティングが実現し、さらに今般の報告書の発刊を見たこと

は望外の喜びである。

　最後に、視察にあたりご協力いただいた訪問先の関係者の方々に感謝すると

ともに、米国側のコーディネートに尽力いただいた全米納税者ュニオンのピー

ト・セップ氏には改めて感謝の意を申し述べたい。

2008年11月25目

　視察団事務局長　税理士　長谷川博

租税訴訟学会横浜支部

〒220-0023

横浜市西区平沼１－３－エ７宮方ビル701

TEL　045-290-9431　FAX　045･290-9442
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